
  ○大府市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交

付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小規模事業者の借入の負担軽減を図り、健全な育成に寄与するため、

予算の範囲内において交付する大府市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金（以

下「補助金」という。）について、大府市補助金等交付規則（昭和４６年大府市規則第

７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 市内に事業所を有し、事業を行っている者 

⑵ 株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金貸付制度に基づく融資（以

下「融資」という。）の実行を受けた者 

⑶ 市税を滞納していないこと。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定

する暴力団員若しくは暴力団でない者又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を

有しない者であること。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、融資に係

る金銭消費貸借契約に基づく１回目の利子の支払月から起算して１２月までの期間に

係る利子（延滞に係る利子を除く。）の合計額とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とする。ただし、その額

に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

２ 補助金の額は、１０万円を限度とする。 

（認定の申請及び決定） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、融資に係る金銭消費貸借契約を締結した日

から４５日以内に、大府市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金認定申請書（第

１号様式）に必要な書類を添付して、市長に提出し、その認定を受けなければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた

ときは交付の対象者として認定し、大府市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金

認定通知書（第２号様式）により、適当でないと認めたときは大府市小規模事業者経

営改善資金利子補給補助金不認定通知書（第３号様式）により、通知するものとする。 

（交付申請） 

第６条 前条第２項の規定に基づき認定を受けた者が、補助金の交付を受けようとすると

きは、補助対象経費の支払完了後、６０日以内に大府市小規模事業者経営改善資金利

子補給補助金交付申請書（第４号様式）に必要な書類を添付して、市長に提出しなけ



ればならない。 

２ 前項に規定する申請書の提出をもって、規則第１０条の規定による実績報告書の提出

があったものとみなす。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条第１項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適

当と認めたときは、補助金の額を確定し、大府市小規模事業者経営改善資金利子補給

補助金交付決定通知書（第５号様式）により通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第８条 前条の規定に基づき補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、速やかに大府市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付請求書（第６

号様式）により、市長に請求するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 市長は、前条に規定する請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認

めたときは、補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し及び返還） 

第１０条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 虚偽その他不正な手段により、補助金交付を受けたとき又は受けようとしたとき。 

⑵ 第２条に規定する要件に該当しなくなったとき。 

２ 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返

還を命じなければならない。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、平成２８年７月１日から施行する。 

２ この要綱は、この要綱の施行の日以後に金銭消費貸借契約を締結し、融資の実行を受

けている者について適用する。 

 （令和２年新型コロナウイルス感染症の影響による融資の特例） 

３ 令和２年新型コロナウイルス感染症の影響により受けた融資（次項において「新型コ

ロナウイルス対策マル経融資」という。）に係る補助対象経費については、第３条の規

定にかかわらず、融資に係る金銭消費貸借契約に基づく１回目の利子の支払月から起

算して３６月までの期間に係る利子（延滞に係る利子を除く。）の合計額とする。 

４ 新型コロナウイルス対策マル経融資に係る補助金の額については、第４条の規定にか

かわらず、補助対象経費の額とする。 

５ 新型コロナウイルス対策マル経融資に係る補助金の交付申請する場合における第６条

第１項の規定の適用については、同項中「補助対象経費の支払完了後、６０日以内

に」とあるのは、「市長が別に定める日までに」と読み替える。 

 （要綱の失効） 



６ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第５条

第２項の規定に基づく認定を受けた者については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年３月１９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年３月１０日から施行する。 


